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平成２７年１１月２日  
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１ 施設の概要 

名  称 岐阜県さぼう遊学館 

所 在 地 岐阜県海津市南濃町奥条 

設置目的 砂防事業に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るための学習施設 

根拠条例 岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例 

 

２ 指定管理者の募集方法 

特定者指名 

 

３ 指定管理者の募集期間 

平成２７年８月２０日から平成２７年９月２４日まで 

 

４ 申請団体 

申 請 団 体 の 名 称 共 同 体 の 構 成 員 の 名 称 

海津市  

 

５ 審査基準 

審 査 項 目 配 点 

施設管理の基本方針  ５  

類似施設の管理実績 １０  

利用者サービスの向上 ３０  

施設の維持管理  ５  

収支計画 ２０  

組織・体制 １０  

危機管理 １０  

地域連携 １０  

計 １００  

 



 

６ 審査結果 

次のとおり指定管理者候補予定者を決定しました。 

 

＜指定管理者候補予定者＞ 

申 請 団 体 の 名 称 主 な 選 定 理 由 

海津市 申請内容が募集要項に定める基準を満たしていると認め

られるため。 

 

７ 指定管理者の指定 

県と指定管理者候補予定者との間における細目協議が調った後、県議会の議決を経て、当該指定

管理者候補予定者を岐阜県さぼう遊学館の指定管理者に指定する予定です。 

 

＜指定期間＞ 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

 


